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吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和３２年吹田市条例第 

３０２号）第３条の規定に基づき、吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

推進委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定めるも

のとする。 

（任務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申す

るものとする。 

⑴ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に関する事項 

⑵ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく施策の推進に関する事項 

⑶ 地域包括ケアシステムの構築に関する事項 

２ 委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市内の社会福祉を目的とする団体又は公共的団体の代表者 

⑶ 介護保険事業又はその他の高齢者の福祉に関する事業に従事する者 

⑷ 関係行政機関の職員 

⑸ 市民 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（部会） 

第６条 委員会に、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、委員会の意見を聴いて委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員会の意見を聴いて
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委員長が指名する。 

４ 部会長は、当該部会の会務を掌理し、当該部会における調査審議の状況及び結果

を委員会に報告する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委

員がその職務を代理する。 

６ 部会の運営については、前条の規定を準用する。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会及び部会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求めてその

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉室において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の

意見を聴いて委員長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第３項本文の規定にか

かわらず、２年とする。 
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吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会委員名簿 
 

（令和元年(2019 年) ７月１日現在） 

１号委員（学識経験者） 

石倉 康次 立命館大学 産業社会学部 特別任用教授 

志藤 修史 大谷大学 社会学部 教授 

畑 茂樹 一般社団法人 吹田市医師会 理事 

三木 秀治 一般社団法人 吹田市歯科医師会 副会長 

杉野 己代子 一般社団法人 吹田市薬剤師会 副会長 

２号委員（市内の社会福祉を目的とする団体又は公共的団体の代表者） 

櫻井 和子 社会福祉法人吹田市社会福祉協議会 副会長 

岩脇 ちゑの 吹田市民生・児童委員協議会 会計監査 

岸下 富盛 吹田市高齢クラブ連合会 会長 

岩本 和宏 吹田コスモスの会（認知症家族の会） 会長 

中谷 惠子 吹田市ボランティア連絡会 副会長 

３号委員（介護保険事業又はその他の高齢者の福祉に関する事業に従事する者） 

長江 秀信 
吹田市介護保険事業者連絡会 会長 
居宅介護支援部会  実行委員 

冨士野 香織 
吹田市介護保険事業者連絡会 幹事 
訪問介護部会 部会長 

平野 謙一郎 
吹田市介護保険事業者連絡会 幹事 
通所介護・通所リハビリテーション部会 部会長 

上山 美紀 
吹田市介護保険事業者連絡会 幹事 
訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問入浴部会 委員 

吉川 征志 
吹田市介護保険事業者連絡会 
 介護保険施設部会 委員 

清水 泰年 公益社団法人 吹田市シルバー人材センター 参事 

菅沼 一平 
吹田市認知症カフェ交流会 役員（世話人）書記 
（大和大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 講師） 

４号委員（関係行政機関の職員） 

柴田 敏之 大阪府吹田保健所 所長 

５号委員（市民） 

上條 美代子 市民委員 

坂手 裕子 市民委員 
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吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会の会議の傍聴に関する

事務取扱要領  

 

 

１ 趣旨  

この要領は、吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会（以

下「委員会」という。）の会議及び部会の会議（以下これらを「会議」とい

う。）の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 

２ 傍聴  

会議の傍聴は、原則としてこれを認めるものとする。ただし、次のいずれか

に該当するときは、委員会の委員長又は部会の部会長（以下「委員長等」とい

う。）は、委員会又は部会（以下「委員会等」という。）の意見を聴いて、会

議の傍聴を認めないことができる。  

（１）会議において、吹田市情報公開条例（平成１４年条例第１０号）第７条

各号に掲げる情報を審議する場合  

（２）会議の傍聴を認めることにより、公正・円滑な議事運営が著しく阻害さ

れ、会議の目的が達成できないと認められる場合  

 

３ 傍聴席の区分  

傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。  

 

４ 一般席の傍聴者の定員 

一般席の傍聴者の定員は、原則として５名とする。  

 

５ 一般席の傍聴手続き  

一般席の傍聴手続きは、次に掲げるところによるものとする。  

（１）傍聴の受付は、原則として会議の開催時刻の１５分前から開催時刻まで

の間に行うものとする。  

（２）会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴希

望者受付票に記入しなければならない。  

（３）会議を傍聴しようとする者が、会議の開催時刻に定員を超えた場合は、

その都度委員会等の意見を聴いて委員長等が定める。  

 

６ 傍聴することができない者 

次に該当する者は、会議を傍聴することができない。  

（１）酒気を帯び他人に迷惑を及ぼすと認められる者  

（２）掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者  
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（３）前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと

認められるものを持っている者  

 

７ 傍聴者の守るべき事項  

傍聴者は、次の事項を守らなければならない。  

（１）会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し

ないこと。  

（２）談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。  

（３）はち巻をするなどの示威的行為をしないこと。  

（４）飲食をしないこと。  

（５）みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。  

（６）前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。  

 

８ 写真等の撮影及び録音の禁止  

傍聴者は、会議の会場において、写真等を撮影し、又は録音をしてはならな

い。  

 

９ 携帯電話の使用の禁止  

傍聴者は、会議の会場において、携帯電話を使用してはならない。  

 

10 会議資料の閲覧  

会議の資料は、傍聴者の閲覧に供するものとする。ただし、吹田市情報公開

条例（平成１４年条例第１０号）第７条各号に掲げる情報に該当すると認めら

れるものについては、この限りではない。  

 

11 係員の指示  

傍聴者は、係員の指示に従わなければならない。  

 

12 違反に対する措置 

傍聴者がこの要領に違反するときは、委員長等はこれを制止し、その命令に

従わないときは、これを退場させることができる。  

 

13 その他の措置  

委員長等は、傍聴者について臨機の措置をとることができる。  

 

附 則  

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。  

 


